
「職業実践専門課程」の第三者評価フォーラム 2023

開催日時：令和 5年 2月 1 日(水曜日）午後 1時 30 分～4時

会場：アルカディア市ケ谷(私学会館)6階「阿蘇」

プログラム

１ 基調講演 職業教育の質保証の現状と課題（13：30～13：50）

専門職高等教育質保証機構

代表理事 川 口 昭 彦

２ 基調報告 職業実践専門課程の現状と質向上（13：50～14：10）

文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課

専修学校教育振興室 室長 中 安 史 明

３ 事業報告 実践的職業教育における第三者評価のステップと公的質保証

（14：10～14：30）

事業実施委員会 委員長

東京メディカル・スポーツ専門学校     校長 関 口 正 雄

【休憩 10 分 14：30～14：40】

４ 登壇者・来場者 意見交換（14：40～16：00）

テーマ：職業実践専門課程の使命・質保証・第三者評価の推進

進行：東京メディカル・スポーツ専門学校 校長 関 口 正 雄

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室 室長   中安史明

東京慈恵会医科大学 特命教授                    福島  統

日本電子専門学校 校長                                            船山世界

全国専修学校各種学校総連合会 事務局長代行             菊田 薫

日本技術者教育認定機構 フェロー                  三木哲也

多摩地区高等学校進路指導協議会 顧問                山野晴雄

【都合によりプログラムは変更する場合があります。】

主催：特定非営利活動法人職業教育評価機構
（旧：私立専門学校等評価研究機構）
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「職業実践専門課程」の第三者評価フォーラム 2023 事業報告  

実践的職業教育における第三者評価のステップと公的質保証 

事業実施委員会 委員長  
                東京メディカル・スポーツ専門学校 校長 関口正雄 
 
 
事業１．職業実践専門課程の質保証のしくみと学校評価のあり方の検討と体系化 
 

資料①「令和 4 年度 職業実践専門課程等の充実に向けた第三者評価受審促進のための 
    調査研究・提言」 職業教育評価機構 
資料②「専修学校における職業教育のマネジメント概念図（案）」 文部科学省 

 
事業２．適格認定版評価基準書（仮称）の策定 

 
 資料③「職業実践専門課程における質保証」 職業教育評価機構 
 資料④「職業実践専門課程認定要件充足状況の自己点検シート案」同機構 
 資料⑤「法令要件基準の適合に関するか確認方法等（案）」同機構 
 
事業 3．実践的職業教育における第三者評価機関の連絡協議会の設置・運営の施行 
 
 資料⑥「職業実践専門課程の職業分野における企業側と学校側の関係」 
 
                                      以上 
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令
和

4年
度

職
業

実
践

専
門

課
程

等
の

充
実

に
向

け
た

第
三

者
評

価
受

審
促

進
の

た
め

の
調

査
研

究
・提

言

①
職
業
実
践
専
門
課
程
の
質
保
証
の
しく
み
と学
校
評
価
の
あ
り方
の
検
討
と体
系
化

事
業

全
体

の
審

議
の

前
提

とし
て

、職
業

実
践

専
門

課
程

の
質

保
証

の
枠

組
み

、保
証

す
べ

き質
とは

何
か

、保
証

す
る

た
め

に
必

要
な

シ
ス

テム
等

に
つ

い
て

の
共

通
理

解
を得

る
た

め
、昨

年
度

の
第

三
者

評
価

の
定

義
等

に
継

続
して

審
議

を進
め

る
。質

保
証

等
の

用
語

、検
討

の
対

象
、範

囲
を確

認
、職

業
実

践
専

門
課

程
に

お
け

る
保

証
す

べ
き

質
とは

何
か

、質
保

証
と第

三
者

評
価

の
相

関
性

に
つ

い
て

審
議

を
行

い
まと

め
る。

事
業

の
概

要

令
和

4 
年

8
月

22
日

私
立

専
門

学
校

等
評

価
研

究
機

構

②
適
格
認
定
版
評
価
基
準
書
（
仮
称
）
の
策
定

適
格

認
定

版
評

価
基

準
書

（
仮

称
）

の
作

成
に

あ
た

って
は

、第
三

者
評

価
の

持
つ

基
準

適
合

性
の

確
認

（
適

格
認

定
）

及
び

質
保

証
の

機
能

を
踏

ま
え

な
が

ら、
学

修
成

果
の

可
視

化
、社

会
との

つ
な

が
り、

評
価

の
客

観
性

の
確

保
及

び
厳

格
性

、職
業

実
践

専
門

課
程

認
定

要
件

、修
学

支
援

新
制

度
機

関
要

件
との

共
通

項
、評

価
結

果
公

表
とフ

ォロ
ー

ア
ップ

の
あ

り方
に

つ
い

て
、受

審
校

等
の

負
担

軽
減

な
ども

踏
ま

え
た

検
討

を
行

う。

事
業

の
実

施
体

制

平 成 26 年 度

こ
れ
ま
で
の
取
組
と
成
果
・
本
事
業
の
目
標

（
取
組
内
容
）

（
成

果
）

③
実
践
的
職
業
教
育
に
お
け
る
第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議
会
の
設
置
・運
営
の
試
行

専
門

学
校

を対
象

とす
る

評
価

機
関

、職
業

分
野

別
第

三
者

評
価

の
仕

組
み

を
有

す
る

機
関

、今
後

、職
業

分
野

別
評

価
機

関
の

設
立

を指
向

す
る

機
関

等
に

つ
い

て
、意

見
交

換
、情

報
共

有
を行

う第
三

者
評

価
機

関
の

質
保

証
検

討
の

場
とし

て
、昨

年
度

の
検

討
結

果
を基

本
に

、連
絡

協
議

会
を設

置
し、

下
記

内
容

に
つ

い
て

試
行

的
運

営
を行

う。
また

、連
絡

協
議

会
拡

大
研

修
会

を開
催

す
る

。

事
業

実
施

ス
ケ

ジ
ュー

ル

平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

・柔
道

整
復

師
養

成
分

野
に

係
る

第
三

者
評

価
シ

ス
テ

ム
の

構
築

・分
野

別
コン

ソ
ー

シ
ア

ム
の

連
絡

調
整

会
議

の
開

催

・柔
整

分
野

に
着

目
した

評
価

基
準

の
策

定
・モ

デ
ル

評
価

実
施

の
た

め
の

様
式

類
の

整
備

・第
三

者
評

価
フォ

ー
ラム

開
催

・柔
道

整
復

師
養

成
分

野
に

係
る

第
三

者
評

価
の

実
施

・検
証

・分
野

別
コン

ソ
ー

シ
ア

ム
の

連
絡

調
整

会
議

・合
同

研
修

会
の

開
催

・分
野

横
断

的
な

「共
通

項
試

案
」の

策
定

・合
同

研
修

会
の

開
催

・第
三

者
評

価
フォ

ー
ラム

開
催

・分
野

横
断

的
な

第
三

者
評

価
の

仕
組

み
の

提
案

・分
野

別
コン

ソ
ー

シ
ア

ム
の

連
絡

調
整

会
議

・合
同

研
修

会
の

開
催

・分
野

横
断

的
な

第
三

者
評

価
の

しく
み

策
定

・合
同

研
修

会
の

開
催

・第
三

者
評

価
フォ

ー
ラム

開
催

・第
三

者
評

価
の

実
用

化
の

た
め

の
マ

ニュ
ア

ル
づ

くり
・モ

デ
ル

評
価

の
実

施
・検

証
・分

野
別

コン
ソ

ー
シ

ア
ム

の
連

絡
調

整
会

議
・合

同
研

修
会

の
開

催

・
職
業
実
践
専
門
課
程
の
質
保
証

の
枠
組
み
、
第
三
者
評
価
の
２
段

階
方
式
に
関
す
る
提
言

・
連
絡
協
議
会
の
設
置

・
拡
大
研
修
会
の
開
催

・
第
三
者
評
価
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

・第
三

者
評

価
実

用
化

に
向

け
た

モ
デ

ル
評

価
の

実
施

・分
野

別
特

性
を

観
点

とし
た

評
価

基
準

の
策

定

・鍼
灸

師
等

養
成

分
野

の
評

価
基

準
書

の
策

定
・第

三
者

評
価

フォ
ー

ラム
開

催

・第
三

者
評

価
実

用
化

に
向

け
た

モ
デ

ル
評

価
の

実
施

（
２

分
野

）
・分

野
別

特
性

を
観

点
とし

た
評

価
基

準
の

策
定

・学
校

運
営

等
基

準
の

改
善

・職
業

実
践

専
門

課
程

の
第

三
者

評
価

マ
ニュ

ア
ル

改
訂

版
作

成
・看

護
師

養
成

分
野

の
基

準
策

定
・第

三
者

評
価

フォ
ー

ラム
開

催

・実
践

的
職

業
教

育
の

第
三

者
評

価
機

関
の

定
義

・要
件

の
検

討
・評

価
機

関
設

立
と過

程
の

記
録

・第
三

者
評

価
機

関
の

連
絡

協
議

会
の

設
立

に
関

す
る

検
討

・
第
三
者
評
価
機
関
等
の
定
義
・

要
件
の
論
点
等
の
整
理

・
評
価
機
関
設
立
過
程
の
記
録

・
第
三
者
評
価
機
関
連
絡
協
議
会

の
論
点
等
整
理

・
第
三
者
評
価
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

・実
践

的
職

業
教

育
の

第
三

者
評

価
機

関
の

定
義

・要
件

に
関

す
る

提
言

案
作

成
・評

価
機

関
設

立
マ

ニュ
ア

ル
化

・第
三

者
評

価
機

関
の

連
絡

協
議

会
の

設
立

に
関

す
る

検
討

・
第
三
者
評
価
機
関
等
の
定
義
・

要
件
の
提
言
の
ま
と
め

・
職
業
分
野
別
評
価
機
関
設
立
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
成

・
第
三
者
評
価
機
関
連
絡
協
議
会

に
関
す
る
設
立
準
備

・
第
三
者
評
価
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

（
目

標
）

①
事

業
実

施
委

員
会

（
14

名
）

②
第

三
者

しく
み

検
討

部
会

（
6名

）

③
連

絡
協

議
会

運
営

部
会

（
10

名
）

事
務

局
：

3名

・事
業

総
括

方
向

性
・論

点
等

の
整

理
・各

部
会

の
検

討
結

果
に

基
づ

く
事

業
の

ま
とめ

・第
三

者
評

価
を

含
め

た
質

保
証

の
体

系
化

・適
格

認
定

版
評

価
基

準
書

（
仮

称
）

原
案

作
成

・第
三

者
評

価
の

段
階

実
施

の
検

討

・連
絡

協
議

会
の

設
置

・運
営

の
試

行
・分

野
別

評
価

等
に

関
す

る
拡

大
研

修
会

の
開

催
・学

校
評

価
に

関
す

る
情

報
発

信
等

の
検

討

事
業
内
容

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

1月
2月

3月

事
業

実
施

委
員

会
〇

〇
〇

第
三

者
評

価
しく

み
検

討
部

会
〇

〇
〇

〇
〇

連
絡

協
議

会
運

営
部

会
〇

〇
〇

〇

連
絡

協
議

会
拡

大
研

修
会

〇

第
三

者
評

価
フォ

ー
ラム

〇

令 和 ４ 年 度

・職
業
実
践
専
門
課
程
の
質
保
証

の
枠
組
み
等
に
関
す
る
検
討

・第
三
者
評
価
の
２
段
階
方
式
と

適
格
認
定
版
評
価
基
準
の
検
討

・第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議

会
の
設
立
・運
営
の
試
行

・職
業

実
践

専
門

課
程

の
第

三
者

評
価

マ
ニュ

ア
ル

作
成

・合
同

研
修

会
の

開
催

・第
三

者
評

価
フォ

ー
ラム

開
催

質
保

証
の

枠
組

み
イメ

ー
ジ

・設
置

基
準

等
、設

置
認

可
・設

置
後

の
認

可
・届

出
・職

業
実

践
専

門
課

程
の

認
定

要
件

の
ﾌｫ

ﾛｰ
ア

ップ
・修

学
支

援
新

制
度

の
機

関
要

件
の

確
認

、更
新

確
認

職
業

教
育

マネ
ジ

メン
トの

確
立

と効
果

的
な

運
用

【
ス
テ
ッ
プ
Ⅰ
】

適
格
認
定
版
評
価
基
準
書
に
よ
る
評
価

学
校
教
育
法
、
設
置
基
準
、
職
業
実
践
専
門
課

程
の
認
定
要
件
、
高
等
教
育
に
お
け
る
修
学
支

援
新
制
度
の
機
関
要
件
等
の
規
定
に
基
づ
く
基

準
適
合
性
を
主
と
し
て
評
価
す
る
。

【
ス
テ
ッ
プ
Ⅱ
】

第
三
者
評
価
基
準
書
に
よ
る
評
価

基
準
適
合
性
の
確
認
基
準
・
項
目
に
加
え
、
内

部
質
保
証
、
学
修
成
果
の
把
握
、
学
生
支
援
な

ど
質
保
証
・
向
上
に
向
け
た
基
準
・
項
目
に
よ

る
評
価
を
行
う
。

P
D C

A

学
修

成
果

の
向

上
・可

視
化

情
報

の
公

表
の

促
進

教
育

目
標

運
営

計
画

教
育

活
動

学
校

運
営

自
己

評
価

学
校

関
係

者
評

価
第

三
者

評
価

継
続

的
な

改
善

活
動

専
修

学
校

設
置

基
準

等
に

明
記

され
た

基
準

へ
の

適
合

適
格

要
件

の
充

足
の

継
続

段
階

的
第

三
者

評
価

イメ
ー

ジ
※

内
部

質
保

証

資
料

2
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職
業
実
践
専
門
課
程
に
お
け
る
質
保
証

学
校
教
育
法

専
修
学
校
設
置
基
準

その
他
関
連
法
令

職
業
実
践
専
門
課
程
認
定
要
件

修
学
支
援
新
制
度
機
関
要
件

St
ep
Ⅰ

内
部
質
保
証

学
修
成
果
・学
生
支
援

社
会
貢
献
・地
域
貢
献

学
校
運
営
ほ
か

St
ep
Ⅱ

修
学
支
援
・
毎
年
度
更
新
申
請

⇒
所
轄
庁
審
査
・
学
校
に
よ
る
公
表

認
定
要
件
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

専
修
学
校
ガ
イド
ライ
ン

資
料
③

自
己
評
価

学
校
関
係
者
評
価

設
置
基
準
等
に
よ
る
事
前
審
査

認
可

社
会
に
対
す
る
情
報
の
公
表適
格
認
定
版

・法
令
等
遵
守
状
況

第
三
者
評
価
評
価

内
部
質
保
証

教
育
活
動
・
学
校
運
営
・
質
保
証
・
改
善

信
頼
性
の
確
保
に
向
け
第
三
者
評
価
の
推
進
に
よ
る
学
校
の
公
的
質
保
証
の
拡
大

第
三
者
評
価

St
ep
Ⅰ
＋

質
向
上
基
準
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資料④

点検する内容等 点検結果
適合していない場合

是正の内容及び進め方
点検文書（エビデンス） 根拠条項等 認定要件

1 専門士・高
度専門士
の認定

〇課程修了者の称号（専
門士又は高度専門士）を
学則に規定している

□学則
□前年度の状況を記載した
別紙様式4（1ﾍﾟｰｼﾞの該当
欄）、
※以下別紙様式は全て前年
度の状況を記載したもの

○専修学校の専門課程
における職業実践専門
課程の認定に関する規
程第2条（認定）要件1
△専修学校の専門課程
の修了者に対する専門
士及び高度専門士の称
号の付与に関する規程
第2条（専門士の称号）、
第3条（高度専門士の称
号）
△学校教育法第125 条
（専門課程）、第126 条
（専門学校）

〇修了者が専門士又は高
度専門士と称することがで
きる専修学校専門課程とし
て文部科学 大臣が認めた
課程であること

〇以下の全ての要件を満
たしている

①企業等との連携体制を
確保して、専修学校専門
課程の教育課程の編成を
行うため、専修学校専門
課程の教職員及び企業等
の役員又は職員その他必
要な委員により組織される
委員会や会議（以下「教育
課程編成委員会等」とい
う。）を設置している

②教育課程編成委員会等
を少なくとも年２回以上開
催している

③教育課程編成委員会等
の意見を活用して、教育課
程の編成を行っている

〇以下の全ての要件を満
たしている

①企業等と協定書等（覚
書や契約書等を含む。以
下同じ。）や講師契約等を
締結して実習・演習等を
行っている

②実習・演習等の実施に
加え、授業内容や方法及
び生徒の学修成果の評価
について企業等と連携して
いる

③学修成果の評価や単位
認定にあたり、生徒が修得
した技能を含む実践的か
つ専門的な能力について
評価を行っている

〇教員の業務経歴や能
力、担当する授業科目や
授業以外の担当する業務
等に応じて、以下の両方
の要件を満たしている

①企業等と連携して、教員
に対し、専攻分野における
実務に関する知識、技術、
技能を修得・向上するため
の組織的に位置づけられ
た研修・研究の機会を確
保し、計画的に受講等させ
ている

②企業等と連携して、教員
に対し、授業及び生徒に
対する指導力等を修得・向
上するための組織的に位
置づけられた研修・研究の
機会を確保し、計画的に受
講等させている

職業実践専門課程認定要件充足状況の自己点検シート案

○専修学校の専門課程
における職業実践専門
課程の認定に関する規
程第2条（認定）要件2
△学校教育法第128条
第4項（目的又は課程の
種類に応じた教育課程
及び編制の大綱）
△学校教育法施行規則
第165 条の2（方針の策
定）、第172 条の2（情報
の公表）
△学校教育法施行規則
第183 条の2（教育課
程）
△専修学校設置基準第
8 条の2（授業科目）

〇専攻分野に関する企業、
団体等（以下「企業等」とい
う。）との連携体制を確保し
て、授 業科目の開設その
他の教育課程の編成を
行っていること

○専修学校の専門課程
における職業実践専門
課程の認定に関する規
程第2条（認定）要件3

〇企業等と連携して、実
習、実技、実験又は演習の
授業（以下「実習・演習等」
という。） を行っていること

○専修学校の専門課程
における職業実践専門
課程の認定に関する規
程第2条（認定）要件4

〇企業等と連携して、教員
に対し、専攻分野における
実務に関する研修を組織
的に行って いる

2 企業等と
連携した
教育課程
編成

点検項目

□学則及び別表（教育課程
及び授業時数）
□別紙様式4（1..「専攻分野
に関する企業、団体等（以下
「企業等」という。）との連携
体制を確保して、授業科目の
開設その他の教育課程の編
成を行っていること。」関係）
及び授業科目の概要
□別紙様式3-1（教育課程編
成委員会等の企業等委員の
選任理由書）
□教育課程編成委員会等の
位置付けに係る諸規程
□教育課程編成委員会等の
規則
□学校又は法人の組織図
□教育課程編成委員会の記
録（記入要項を満足したも
の）

3 企業等と
連携した
実習・演習
の授業

□学則及び別表（教育課程
及び授業時数）
□別紙様式4（2.「企業等と連
携して、実習、実技、実験又
は演習（以下「実習・演習等」
という。）の授業を行っている
こと。」関係）
□別紙様式2-1（実習・演習
等において連携する企業等
一覧）
□別紙様式2-2（企業等と連
携した実習・演習等）
□企業等との連携に関する
協定書等や講師契約書（本
人の同意書及び企業等の承
諾書）等
□学修成果の評価や単位認
定に関する文書

4 企業等と
連携した
教員の研
修

□別紙様式4（3.「企業等と連
携して、教員に対し、専攻分
野における実務に関する研
修を組織的に行っているこ
と。」関係）
□研修等に係る諸規程
□前年度における研修等の
実績（記入要項を満足したも
の）
□当年度における研修等の
計画（記入要項を満足したも
の）

1
27



資料④

点検する内容等 点検結果
適合していない場合

是正の内容及び進め方
点検文書（エビデンス） 根拠条項等 認定要件点検項目

5 学校関係
者評価の
実施と公
表

〇自己評価の結果に対す
る学校関係者評価を行
い、その結果を公表してい
る

□別紙様式4（4.「学校教育法
施行規則第189条において準
用する同規則第67条に定め
る評価を行い、その結果を公
表していること。また、評価を
行うに当たっては、当該専修
学校の関係者として企業等
の役員又は職員を参画させ
ていること。」関係）
□自己評価結果公開資料
□学校関係者評価結果公開
資料（自己評価結果との対応
関係が具体的に分かる評価
報告書）

○専修学校の専門課程
における職業実践専門
課程の認定に関する規
程第2条（認定）要件5
△学校教育法第42条
（学校評価）
△学校教育法施行規則
第66条（自己評価）、第
67条（学校関係者評
価）、第189条（準用）

〇学校教育法施行規則第
189条において準用する同
規則第67条に定める評価
（以下「学校関係者評価」と
いう。）を行い、その結果を
公表していること

〇以下の全ての要件を満
たしている

①学校関係者評価を行う
ため、企業等の役員又は
職員その他必要な委員
（保護者、卒業生等）により
組織される委員会（以下
「学校関係者評価委員会」
という。）を設置している

②「専修学校における学校
評価ガイドライン（平成25
年3月文部科学省策定）」
で掲げられた項目（教育理
念・目的・人材育成像、学
校運営、教育活動、学修
成果、学生支援、教育環
境、学生の受入れ募集、
財務、法令等の遵守等）に
ついて評価を行っている

③学校関係者評価の評価
結果について、ホームペー
ジ、刊行物等への掲載な
どの方法により広く社会に
公表している

〇以下の全ての要件を満
たしている

①「専門学校における情報
提供等への取組に関する
ガイドライン（平成25年3月
文部科学省策定）」で掲げ
られた項目（学校の概要、
目標及び計画、各学科等
の教育、教職員、キャリア
教育・実践的職業教育、
様々な教育活動・教育環
境、学生の生活支援、学
生納付金・修学支援、学校
の財務、学校評価等）につ
いて情報提供を行っている

②ホームページ、学校要
覧、パンフレット等の作成・
配布、説明会等における
説明、などを通じて恒常的
に情報提供を行っている

○専修学校の専門課程
における職業実践専門
課程の認定に関する規
程第2条（認定）要件6

〇前号の評価を行うに当
たっては、当該専修学校専
門課程の関係者として企業
等の役員又は職員を参画
させていること

○専修学校の専門課程
における職業実践専門
課程の認定に関する規
程第2条（認定）要件7
△学校教育法第43条
（情報提供）

〇企業等との連携及び協
力の推進に資するため、企
業等に対し、学校の教育活
動 その他の学校運営の状
況に関する情報を提供して
いること

6 学校関係
者評価に
おける関
係企業等
の役員等
の参画

□別紙様式4､同上
□別紙様式3-2（委員会の企
業等委員の選任理由書）
□学校関係者評委員会の記
録
□学校関係者評価結果の
ホームページ等での掲載欄

7 企業等に
対する教
育活動・学
校運営に
関する情
報提供

□別紙様式4（5..「企業等との
連携及び協力の推進に資す
るため、企業等に対し、当該
専修学校の教育活動その他
の学校運営の状況に関する
情報を提供していること。」関
係）
□専門学校における情報提
供等への取組に関するガイド
ラインの項目について、ホー
ムページ、学校要覧、パンフ
レット等の作成・配布、説明
会等における説明、などを通
じて恒常的に情報提供を行っ
ていることが分かる資料

2
28



資料④

点検する内容等 点検結果
適合していない場合

是正の内容及び進め方
点検文書（エビデンス） 根拠条項等 認定要件点検項目

・認定課程
に関する
情報の提
供

〇職業実践専門課程に認
定された課程に関する情
報は、その活用の促進に
資するよう、インターネット
の利用その他の適切な方
法により公表している

・別紙様式４を公開すると
ともに、当該記載内容につ
いて適宜更新を行い、公
表年月日については、更
新された際の最新の公表
年月日を記載し、また、原
則として、最新の別紙様式
４を用いて毎年度７月末を
基準日として情報を更新し
ている

9 その他 〇認定後に以下の変更が
あった場合は、適切に手
続きを行っている
・学校名、課程名、学科
名、昼夜の別、修業年限
のいずれかの変更
・学科の廃止
・職業実践専門課程として
の要件に該当しなくなった
・既に認定されている学科
に、コース等の設置、統
合、分離のいずれかが行
われた場合は様式8を提
出

・該当する様式
□様式5（認定された専修学
校の専門課程の名称変更の
届）
□様式6（認定された専修学
校の専門課程の廃止の届）
□様式7（認定された専修学
校の専門課程の要件の不適
合の届）
□様式8（認定された専修学
校の専門課程におけるコー
スの設置等の届）

〇「職業実践専門課程」
に関する主な質問に対
する基本的考え方（Q＆
A）

〇その他、認定後の手続き
等の有無

■大学等における修学の支援に関する法律による機関要件の確認を受けていることの自己点検

点検結果

■法令等による指定養成施設等の自己点検

指定年度 指定を受けている法令
指定（認定）基準

指定要領・ガイドライン等

×年度 △△△法
△△△養成施設指定規則△
△△養成施設の設置及び運
営に係る指針

報告、届出の名称

政令○○条の規定に基づく報告

（記入例）
△△△学科

学科名

〇確認を受けている、△受けていない
〇確認を受けている場合は、確認申請書又は更新確認申請書
（様式第2号の1-②、様式第2号の2-①、様式第2号の3、様式
第2号の4-②までの申請書の部分）をインターネットの利用
により公表している

点検する内容等 根拠条項等

〇大学等における修学の支援に関する法律第7条
（大学等の確認）
〇大学等における修学の支援に関する法律施行
規則第2条、第3条（大学等の確認要件）、第5条
（確認の申請等）第1項（確認申請書の提出）、
第3項（更新確認申請書の提出）

○専修学校の専門課程
における職業実践専門
課程の認定に関する規
程第2条（認定）2項（情
報提供）

〇認定課程に関する情報
の提供

※法令等による指定を受けた養成施設等の学科を設置している場合は、以下を記入し、法令等に基づき提出した報告、届出のコピーを添付。

・文部科学大
臣等により、
授業料等減免
を行おうとす
る大学等の確
認の有無

8 □職業実践専門課程の別紙
様式4のホームページ等での
掲載欄

点検する項目

3
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資料⑤ 

法令等要件基準の適合に関する確認方法等 

 

項目 
法令等による基本要件   

適合状況 

職業実践専門課程認定要件 

充足状況 

1 対象校 専門学校 職業実践認定学科設置校 

2 目的 専門学校の質保証の一環とし

て実施する。 

①専門学校教育の基本的な質・

水準の明確化 

②基本要件に関する自己点検・

結果公表による学校の説明責

任への支援 

③第三者評価の動機づけ促進 

専門学校の質保証の一環とし

て実施することを制度化。 

①認定要件の充足、実践的職業

教育の質・水準の明確化 

②学校が行う職業教育の認知

度の向上 

③関連する企業・団体等との連

携強化への支援 

3 確認方法 ①「自己点検シート」は、機構

から提供（機構 HP） 

①学校は自己点検し、点検文書

（エビデンス）を整備、点検結

果を公表 

③第三者評価機関は、希望する

学校に対して確認を行い、改善

状況を確認して結果公表 

①「自己点検シート」を機構か

ら提供、学校が自己点検し、点

検文書（エビデンス）を整備 

②学校は第三者評価機関選定

し、点検シート、点検文書（エ

ビデンス）を機関に提出 

同時に「法令等による基本要件

適合性の自己点検シート」提出 

③第三者評価機関は確認を行

い、結果を公表 

4 確認結果・公表 ①基本要件全体について、  

適合/不適合（1 項目でも不適が

あれば）  

②第者評価機関は改善状況を

確認し結果公表 

①認定要件ごとに適合/不適合

を表示 

②項目ごとに是正事項、改善事

項、特長ある取組をコメント 

③結果を公表 

5 結果への対応 ①是正すべき事項として指摘

された事項に対し改善計画策

定、第三者評価機関に提出 

②改善結果を第三者評価機関

に提出 

①是正、改善項目に対して、学

校は計画を提出、改善後、結果

報告 

②改善経過も加え、結果公表 

 

6 確認実施体制 第三者評価機関に委員会及び

部会（委員会兼務）において 

確認 

第三者評価機関に委員会及び

部会（委員会兼務）において 

確認 

7 確認有効期間 自己チェック 1年 

第三者評価機関 5年間 

認定から 5年ごとに確認 

自己チェックは毎年 

第三者評価機関 5年間 

8 確認スケジュール 評価機関への申込期限設定 

確認期間は年度内 

評価機関への申込期限設定 

確認期間は年度内 

9 評価経費 有料 有料 
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